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「三田学会雑誌」89卷 3 号 （1996年10月）
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スウ ェ デ ン の 環 境 政 策 （経済的手段)

飯 野 靖 四

[ 1 ] は じ め に

スウェーデンはわが国では特に福祉の先進 

国として知られているが，環境政策について 

も間違いなく先進国である。しかしスウェー 

デンの環境政策については，その多くの資料 

がスウェーデン語で書かれていることもあっ 

て一般的にはそれほど知られているとは言い 

難い。そこで本稿では，下記のスウェーデン 

自然保護庁の報告書をもとにして，スウェー 

デンの環境政策のうち経済的手段にはどのよ 

うなものがあるかまとめてみた。

自然保護庁「環境整備と関係のある課徴 

金 •税 •補助金」報告書番号4531 (1996年 2 月） 

(Naturvardverket, “A vgifter，sk atter och 

bidrag med anknytning till m iljSvard’’， 

Rapport 4531)

本稿の構成は次のようになっている。

[ 1 ] はじめに

[ 2 ] スウェーデンの環境政策（経済的手 

段）の種類別目次

[ 3 ] スウェーデンの環境政策（経済的手 

段）の分野別目次

[ 4 ] スウェーデンの環境政策（経済的手 

段）の種類別説明

な お 1 Kr (クローナ）は1996年10月現在 

17.5円程度である。

[ 2 ] 種類別目次

1 資源利用料金

1 ゴミ処理料金 

2 水処理料金

2 排 出 課 税 • 排出課徴金

1 (ニ酸化）炭素税 

2 窒素酸化物排出課徴金 

3 硫黄税

4 国内航空への環境税

3 製品課税 • 製品課徴金

1 砂利採取税 

2 化学肥料税
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3 農薬税 

4 自動車売上税 

5 自動車税 

6 電池課徴金 

7 アルミ缶輸入課徴金 

8 エネルギー税

9 特定電力税

1 0 原子力発電の電力に対する特別税 

1 1 核燃料廃棄物と放射性廃棄物の資金調 

達のための課徴金

4 デポジット制度

1 廃車課徴金と廃車助成金 

2 再利用可能な飲料容器へのデポジット

5 免貴課徴金

1 自動車の排気ガスに関する免責課徴金 

2 ガソ リンの鉛およびべンゼンに関する 

免責課徴金 

3 オゾン層破壊物質への免責課徴金 

4 塩素化溶媒への免責課徴金 

5 水銀を含む物質への免責課徴金 

6 燃料中の硫黄への免責課徴金

6 罰金的課徴金

1 へら鹿課徴金 

2 環境保護課徴金 

3 水汚染課徴金

7 破損賠償課徴金

1 水利法による課徴金 

2 水利法による漁業課徴金 

3 殺りく課徴金

4 環境破壊保険

5 原子力についての第三者責任保険 

8 補助金

1 湖沼.河川への石灰散布に対する国庫 

補助金

2 耕作地帯の生物学的な多様性と耕作環 

境価値を維持する措置への補助金 

3 環境的に敏感な土地の保護措置への補 

助金

4 耕作環境整備に対する補助金 

5 いわゆる代替的栽培に対する補助金 

6 エコロジー栽培に対する補助金 

7 エコロジー栽培に対する面積比例補助 

金

8 農業における環境改善措置に対する補 

助金

9 林業に対する国庫補助金 

1 0 船からの油投棄の処理に対する国庫補 

助金

1 1 生物燃料の使用促進のための補助金 

1 2 エネルギーへの投資に対する補助金 

1 3 一戸建ないしはニ戸建て住宅における 

貯蔵タンク設置に対する投資補助金 

1 4 エネルギー技術基金からの新技術に対 

する国庫補助金 

1 5 エコロジー型への転換に対する補助金

9 行政費用課徴金

1 トナカイ育成法7 条による課徴金 

2 採掘課徴金

3 大陸棚法による採掘許可に対する課徴 

金
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4 鉱物法による課徴金 

5 泥炭の特別許可に対する課徴金 

6 国立公園規定5 条の適用除外に対する 

課徴金

7 国立公園規定6 条による利用許可に対 

する課徴金 

8 生きている動物の輸入許可に対する課 

徴金

9 狩猢整備課徴金

1 0 狩獵免許のための知識と射撃能力に関 

する試験のための料金 

1 1 捕獲用具の可否認定のための料金 

1 2 自動車排気ガス法9 条による管理課徴 

金

1 3 環境保護法による当局の活動のための 

課徴金

1 4 石油タンクに対する監督課徴金 

1 5 危険物質輸送法による課徴金 

1 6 スウニーデン自動車検査株式会社の実 

施料金 

1 7 農薬登録課徴金 

1 8 化学製品課徴金

1 9 生物学的防虫手段の事前検査課徴金 

20 P E T ボトル法による取扱い許可のた 

めの課徴金 

2 1 廃棄物の国境を越えた運搬に関する規 

則による申請手続きについての課徴金 

2 2 放射性廃棄物等の資金調達法による課 

徴金

2 3 国の原子力発電の検査のための課徴金 

2 4 国の放射能遮蔽防御協会のための課徴

金

2 5 遺伝子組みかえ組織の認可等に関する

課徴金

2 6 水泳の水の管理のための課徴金 

1 0 申請手数料

1 自然整備法および自然整備規定による 

検査の申請手数料 

2 泥炭についての特別許可の申請手数料 

3 森林整備規則による許可の申請手数料 

4 狩獵規則による検査の申請手数料 

5 ォゾン層破壊物質規制の例外扱いの申 

請手数料

6 化学製品規定による許可のための申請 

手数料

7 廃車規定による廃車の認可申請手数料 

8 環境に危険な廃棄物規定による許可の 

申請手数料 

9 廃油規定による許可の申請手数料 

1 0 放射能遮蔽防御法による認可の申請手 

数料

1 1 ホ一バークラフト法による許可の申請 

手数料

1 2 健康保護法ないし健康保護規定による 

認可の申請課徴金

「。 日、ト右側の数字は [2] 種 
L 3 」 力町別日久類別目次の項目番号

「自然保護• 整備」

水利法による田園課徴金7 — 1 

水利法による漁業課徴金 7 — 2 

湖沼•河川への石灰散布に対する国庫補助 

金 8 - 1

耕作地帯の生物学的な多様性と耕作環境価 

値を維持する措置への補助金8 -  2
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環境的に敏感な土地の保護措置への補助金

8 —  3

耕作環境整備に対する補助金 B —  4 

となかい育成法7 条による課徴金 9 一 1 

採 掘 課 徴 金 9 -  2

国立公園規定5 条の適用除外に対する課徴 

金 9 一 6

生きている動物の輸入許可に対する課徴金

9 -  8

自然整備法および自然整備規定による検査 

の申請手数料 1 0 - 1

「天然資源」

砂 利 採 取 税 3 - 1 

採 掘 課 徴 金 g -  2

大陸棚法による採掘許可に対する課徴金

9 - 3

鉱物法による課徴金 9 — 4

泥炭の特別許可に対する課徴金9 —  5

泥炭についての特別許可の申請手数料

1 0 -  2

「農業」

化 学 肥 料 税 3 -  2

耕作地帯の生物学的な多様性と耕作環境価 

値を維持する措置への補助金B — 2

環境的に敏感な土地の保護措置への補助金 

8 -  3

いわゆる代替的栽培に対する補助金8 _  

6

エ コ ロ ジ ー 栽培に対する補助金 8 — 6 

エ コ ロ ジ ー 栽培に対する面積比例補助金

8 -  7

農業における環境改善措置に対する補助金 

8 —  8

「林業」

林業に対する国庫補助金 8 — 9

自然整備法および自然整備規定による検査

の申請手数料 1 0 - 1

森林整備規則による許可の申請手数料

10- 3

「狩猓」

へら鹿課徴金 6 - 1

殺りく課徴金 7 - 3

となかい育成法7 条による課徴金 9 - 1

国立公園規定6 条による利用許可に対する

課 徴 金 9 —  7

狩撖整備課徴金 9 -  9

狩猫■免許のための知識と射撃能力に関する

試験のための料金 9 - 1 0

捕獲用具の可否認定のための料金9 一 11

自然整備法および自然整備規定による検査

の申請手数料 1 0 - 1

狩锨規則による検査の申請手数料10- 4

「環境保護」

水 処 理 料 金 1 — 2 

自動車売上税 3 -  4 

自 動 車 税 3 _ 5

自動車の排気ガスに関する免責課徴金 

5 — 1

ガソリン中の鉛およびべンゼンに関する免 

責 課 徴 金 5 -  2

オゾン層破壊物質への免責課徴金5 -  3
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環境保護課徴金 6 -  2

水汚染課徴金 6 -  3

環境破壊保険 7 -  4

湖沼•河川への石灰散布に対する国庫補助

金 8 - 1

農業における環境改善措置に対する補助金 

8 -  8

自動車排気ガス法9 条による管理課徴金 

9 - 1 2

環境保護法による当局の活動のための課徴 

金 9 —13

石油タンクに対する監督課徴金 9 - 14 

危険物質輸送法による課徴金9 - 15 

スウェーデン自動車検査株式会社の実施料 

金 9 - 1 6

オゾン層破壊物質規制の例外扱いの申請手 

数 料 10— 5

「化学製品」

化 学 肥 料 税 3 -  2 

農 薬 税 3 -  3 

電 池 課 徴 金 3 -  6

オゾン層破壊物質への免責課徴金5 —  3 

塩素化溶媒への免責課徴金5 _  4 

水銀を含む物質への免責課徴金5 -  5 

危険物質輸送法による課徴金9 - 15 

農薬登録課徴金 9 一 17 

化学製品課徴金 9 一 18 

オゾン層破壊物質規制の例外扱いの申請手 

数 料 1D — 5

化学製品規定による許可のための申請手数 

料 1 0 -  6

「廃棄物」

ゴミ処理料金 1 _ 1  

電 池 課 徴 金 3 -  6 

アルミ缶輸入課徴金 3 — 7 

核燃料廃棄物と放射性廃棄物の資金調達の 

ための課徴金 3 —11 

廃車課徴金と廃車助成金4 一  1 

再利用可能な飲料容器へのデポジット 

4 -  2

船からの油投棄の処理に対する国庫補助金 

8 - 1 0
P E T ボトル法による取り扱い許可のため 

の 課 徴 金 9 - 2 0

廃棄物の国境を越えた運搬に関する規制に 

よる申請手続きについての課徴金9 - 2 1  

放射性廃棄物等の資金調達法による課徴金 

9 -2 2

廃車規定による廃車の認可申請手数料

10— 7

環境に危険な廃棄物規定による許可の申請 

手 数 料 1 0 -  8

廃油規定による許可の申請手数料10— 9

「エネルギー」

(ニ酸化）炭 素 税 2 - 1 

窒素酸化物排出課徴金 2 -  2 

硫 黄 税 2 -  3 

国内航空への環境税 2 _ 4  

エ ネ ル キ ー 税 3 — 8 

特 定 電 力 税 3 — 9

原子力発電の電力に対する特別税3 —10 

燃料中の硫黄への免責課徴金5 - 6  

生物燃料の使用促進のための補助金B -
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11

エネルキ一への投資に対する補助金8 — 

12

一戸建ないしはニ戸建て住宅における貯蔵 

タンク設置に対する投資補助金8 - 1 3  

エネルギー技術基金からの新技術に対する 

国 庫 補 助 金 B - 1 4

「放射能等」

原子力発電の電力に対する特別税3 —10 

核燃料廃棄物と放射性廃棄物の資金調達の 

ための課徴金 3 -1 1  

原子力についての第三者責任保険 7 -  5 

放射性廃棄物等の資金調達法による課徴金 

9 -2 2

国の原子力発電の検査のための課徴金 

9 - 2 3

国の放射能遮蔽防御協会のための課徴金 

9 - 2 4

放射能遮蔽防御法による認可の申請手数料 

10-10

「その他」

水利法による漁業課徴金 7 -  2

エコロジー型への転換に対する補助金

8 - 1 5

遺伝子組みかえ組織の認可等に関する課徴 

金 9 -2 5

水泳の水の管理のための課徴金9 一26 

ホーバークラフト法による許可の申請手数 

料 10-11

健康保護法ないし健康保護規定による認可 

の申請課徴金 10—12

[ 4 ] スウヱ一デンの環境政策

1 資源利用料金

1 ゴ ミ 処 理 料 金 1979年に初めて法制化

される。

目的：コミューンのゴミ処理費用をまかな 

うため。

料金：それぞれのコミューンがコスト等を 

考慮して決定する。但し料金の最高 

額はゴミ処理のために必要な計画費， 

資本費，経常費をカバーするだけの 

金額である。料金は，資源の再利用， 

回収，ないし環境に優しいゴミ処理 

を促すような形で徴収される。

支払義務者：家計および企業。

収入：1991年の収入は29億9400万 K r であ 

った。

2 水処理料金 1970年に初めて法制化され

る。

目的：コミューンの水処理費用をまかなう 

ため。

料金：それぞれのコミューンがコスト等を 

考慮して決定する。但し料金は必要 

なコストを超えて徴収してはいけな 

い。料金は通常，水道料金と下水道 

料金とに分けられていて，またそれ 

ぞれの料金は基本料金と利用量に応 

じた料金とから構成されている。

支払義務者：家計および企業。

収 入 ：1991年の経常予算額は50億9400万 

K r であった。
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2 排出課税•排出課徴金 用 L P G については 1 リットル当り

(ニ酸化）炭 素 税 1991年 1 月 1 日から

実施。

目的：税収を国にもたらし，二酸化炭素 

(炭酸ガス）の排出を抑制する。

対象：エ ネ ル ギ ー 税法に書かれた燃料に課 

せられる。但し生物学的プロセスで 

生産されたメタン，暖房•電力を生 

産する際にモ ー タ ー 動力源として使 

用される薪， 1 リットル以下の八ッ 

ク燃料等は非課税である。また環境 

に優しい燃料を探すために実験的に 

使用される燃料に対しても軽減税が 

認められている。そのほかエネルギ 

一税法によって，暖房以外の目的で 

使用される燃料，汽車や船で使用さ 

れるガソリン以外の燃料，鉱油製 

品 •石炭の生産のために使用される 

燃料等も，産業活動や温室暖房に使 

用される（ガソリン以外の）燃料と 

同じように，税の 4 分の3 の控除な 

いし返還が認められている。

納税義務者：スウヱ一デンで燃料を生産す 

るか精製する者および輸入する者， 

燃料の在庫をもつもの，メタンを小 

売するか使用する者。さらに電気税 

を支払わないで職業として電力を生 

産するか，供給するかあるいは使用 

する者。

税 率 ：ガソリンについては 1 リットル当り 

0 .8 6 K r ,灯油 • ディーゼル燃料 • 航 

空燃料以外の精製石油については 1 

立方メートル当りl ，054Kr，自動車

0 .5 5 K r ,それ以外のL P G について 

は 1 トン当りl ，105Kr，天然ガス •

メ夕ンについては1,000立方メー ト 

ル当り788Kr，石炭.コークスにつ 

いては1 トン当り916K rである。な 

お1996年以降はこれらの税率は物価 

スライドされている。

税 収 ：1993/94年度には113億1500万 K r の 

税収があった。因みに1992/93年度 

にはエ ネ ル ギ ー 税収入の中の62億 

1900万 K r とガソリン税収入の中の 

36億4700万 K r の合計 98億6600万 

K r の税収入があった。

2 窒素酸化物排出課徴金 1992年 1 月 1

日から実施。

目的：大きな燃焼設備から排出される窒素 

酸化物の排出量の削減。

対象：年間25GW h以上のエ ネ ル ギ ー を 生 

産するボイラー，ガスタービン，固 

定燃焼モーターに対して課せられる。 

但し 1995年までは 50GW h以下， 

1996年は40GW h以下のエ ネ ル ギ ー  

生産には課せられなかった。1994年 

には，約130の燃焼設備約200のボイ 

ラー等から排出された13,000トンの 

窒素酸化物がその対象とされた。

課徴金：課徴金の金額は，測定可能なら排 

出された窒素酸化物の量，測定不可 

能なら不利ではあるが標準排出量 

(ガスタービンの場合には燃料1 メガ 

ジュール当り0.6グラム，それ以外の 

場合には燃料1 メガジュール当り0.25
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グラムと決められている）に基づい で減少した。

て計算された量，計器がとりつけら 

れてはいるが計測されなかった場 

合は過去の計測値に1 .5をかけた量， 

に基づいて決定される。但し直接原 

材料を加熱したり融解させることに 

よって生じた窒素酸化物の排出には， 

課徴金は課せられない。また例えば 

林業で使われるソーダや灰汁抜き 

液のボイラーのように化学薬品の再 

生のための燃焼設備にも，課徴金は 

課せられない。課徴金自体は，自然 

保護庁の管理コスト（0.5%程度） 

を差し引いた後で全額，課徴金の対 

象となったボイフー等にエネルキー 

生産量に応じて返還される。課徴金 

は窒素酸化物排出l K g 当り4 0 K rで 

次) るo

収入：収入は課徴金の対象となったエネル 

ギー生産者に返還されるので，いわ 

ゆる財政収入はない。1992年に導入 

した時点では約11億 K r の課徴金収 

入を見込んでいたが，実際には6億 

1200万 K r しか収入がなかった。し 

かも1993年には5億3300万 Kr, 1994 

年には 5億2100万 K r と，収入は 

年々減ってきている。

効果：課徴金導入のおかげで窒素酸化物の 

排出量は激減した。すなわち1990年 

には燃料1 メガジュール当り窒素酸 

化物の排出量は150m gであったも 

のが，1992年には99m gに激減し，

さらに1994年には最高で70m gにま

硫 黄 税 1991年 1 月 1 日から実施。

目的：スウヱ一デンの硫黄の排出をコスト 

効率的に抑制するのを助けること。 

排出量を1993年水準に抑えるだけで 

なく，さらにそれ以上の削減へのイ 

ンセンテイヴを与えること。

対象：石炭，泥炭，ガス，ディーゼル燃料， 

灯油，およびエネルギ一税法が定め 

る燃料。エネルギー税法は同時に， 

税の控除と返還についても定めてい 

る。

納税義務者：一部は燃料の販売者，一部は 

課税対象の燃料を大量に使用する大 

ロの燃料使用者。

税率：液体燃料については，硫黄の含有量 

が、0 .01% ごとに1 立方メートル当り 

27Kr (これは硫黄lK g 当り30Krに相 

当する）である。石炭，泥炭，コー 

クス，その他固形ないし気体の燃料 

については硫黄l K g 当り3 0 K rであ 

る。

税収：1993/94年度には2億1700万 K r の税 

収があり，国の一般会計に入れられ 

た。

効果：1991年の硫黄の総排出量は前年のほ 

ぼ半分の1 万トンに激減した。この 

ことは石油の使用量も同様に約半分 

になったということを意味する。

国内航空への環境税 1989年 3 月 1 日

から実施。

目的：航空機は自らが引き起こした環境破 

壊の代償を支払うべきである。
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対 象 ：5 ,7 0 0 K gをこえる国内飛行用の航 

空機に課せられる。

税率：一般的には航空局の情報に基づいて， 

航空機の機種，平均航行距離から燃 

料消費量と炭化水素•窒素酸化物の 

排出量を割り出している。その機種 

について信頼できる排出量の情報が 

ない場合には，その機種に認められ 

た最大の重量から排出量が決められ 

る。税額は炭化水素および窒素酸イ匕 

物 l K g 当り1 2 K rと，使用した航 

空燃料 1 K g 当り 1 K r の合計額で 

ある。後者の航空燃料に対する税 

( 1 K r/K g)の一部は，二酸化炭素 

1 K g 当り0.32K：r の二酸化炭素税 

である。

税 収：1993/94年度には1億9000万 K r の税 

収があり，国の一般会計に入れられ 

た。

製品課税•製品課徴金

砂 利 採 取 税 1996年 7 月 1 日から実施。

目的：代替物の競争力を高め，それによっ 

て砂利の採取を減少させること。

納税義務者：自然保護法，水利法，道路法 

による許可を得て砂利を採取する者。

税率：砂利 1 トン当り5 K r で，税収は国 

の一般会計に入れられる。

化 学 肥 料 税 1984年 7 月 1 日から実施。

目的：環境の観点から見て必要な化学肥料 

の使用量の削減をはかるため。

納税義務者：化学肥料の生産者と輸入者。

税率：窒素の含有量が2 % 以上の化学肥料

について，窒 素 1 K g 当りl_80Kr 

が課せられている。また1994年 1 月 

1 日から燐を含む化学肥料に対する 

課 徴 金 （燐 1 K g 当り1.20Kr) が廃 

止され，代わりにカドミウムを含む 

化学肥料に対して課徴金が課せられ 

るようになった。課徴金は燐1 トン 

当り5 グラムを超える力ドミウム含 

有部分について力ドミウム1 グラム 

当り3 0 K rである。なおこの税は 

1995年 7 月 1 日に課徴金から税に変 

更された。

税 収 ：1993/94年度には 1 億7000万 K r の 

税収があり，国の一般会計に入れら 

れた。

3 農 薬 税 1984年 7 月 1 日から実施。

目的：農薬の使用を減少させるため。

納税義務者：職業として農薬を生産した 

り輸入したりする者。

税 率 ：農薬の有効成分1 K g 当り2 0 K rで 

ある。なおこの税も1995年 7 月 1 日 

に課徴金から税に変更された。

税 収 ：1993/94年度には1400万 K r の税収 

があり，国の一般会計に入れられた。

効果：以前の課徴金について評価すると， 

課徴金は農薬使用量に余り影響をあ 

たえなかったのではないかと思われ 

る。しかし間接的には，環境問題特 

に農薬の使用に関する研究調査，指 

導のための資金源として，それなり 

の存在意義があったと思われる。

4 自 動 車 売 上 税 1978年に初めて法制化

される。
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目的：環境への優しさに応じて3 つのラン 自動車， トラック，バス， トラクタ

クに分けて税に格差を設けている。

対 象 ：乗用自動車，バ ス （総重量3,500Kg 

以下のもの，およびその他のディーゼ 

ルエンジンで走る環境ランク2 ないし 

3 のもの）， トラック（総重量3,500 

K g 下のもの，および総重量3,500Kg 

以上のディーゼルエンジンで走る環境 

ランク2 ないし3 のもの），モーター 

バイク。電気自動車は1997年12月ま 

では非課税である。1930年代および 

それより古い自動車も非課税である,

納税義務者：課税対象となる自動車の職業 

的生産者，輸入者，および所有者。

税 率 ：総重量が3 ,500K g以下の乗用自動 

車，バス， トラックについては，重 

量 1 K g 当り6 .4 0 K rと環境ランク 

に応じた加算額（環境ランク2 は 0 

K r ,環境ランク3 は2,000Kr) の合計 

額である。総重量が7，OOOKg以上 

の重いバスやトラックについては， 

重量 1 K g 当り6 .4 0 K rと環境ラン 

クに応じた加算額（環境ランク2 は 

20,000Kr，環境ラ ンク 3 は65,000 

K r ) の合計額である。これらの税 

額は，1997年から物価スライドされ 

ることになっている。

税 収 ：1992/93年度には 12億4700万 K r の 

税収があり，国の~•般会計に入れら 

れた。

5 自 動 車 税 1988年に初めて法制化され

る。

対象：原則として，モーターバイク，乗用

一，重いジーフ， トレ一フ一等に課 

せられる。しかし重量が3 . 5 トン以 

下の乗用自動車とバス，および環境 

ランク1 に属する3 .5 トン以下のト 

ラックについては，それらが課税対 

象となった年から5 年間はこの税は 

課せられない。

納税義務者：課税対象となる自動車の保有 

者。

税率：モーターバイクへのl lO K rから多輪 

トラックへの最低26 ,000K rまで， 

車によって様々である。

電 池 課 徴 金 1987年 4 月 1 日から実施。 

1991年 1 月 1 日，1992年 4 月 1 日に追加実 

施。

目的：古い電池の収集と返還のための資金 

調達。課徴金は，環境に危険な電池 

の収集と最終処理のための社会的コ 

スト，電池の収集と最終処理に必要 

な情報のための社会的コストをまか 

なうために，電池基金に集められる。

支払義務者：環境に危険な電池の生産者と 

輸入者。

課徴金：アル力リ電池と水銀電池について 

は 1 K g 当り23Kr，ニ ッ ケ ル 力ド 

ミウム電池につ い て は 1 K g 当り46 

K r , 1 個3 K g をこえる鉛電池につ 

いては 1 個4 0 K rである。

収入：1993年には鉛電池について約4,000 

万 K r , 小電池（水銀およびニッヶル 

カドミウム電池）については約800万 

K r の収入があった。収入は国債局
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のいわゆる電池基金（鉛電池基金と 力，職業として電力を生産していな

その他電池基金の2 つ）に利子付き 

で積み立てられている。

効 果 ：水銀電池の収集率は良好で約  

80〜90%である。ニッケルカドミウ 

ム電池の収集率は信じられない位低 

く 30%以下である。鉛電池の収集は 

きわめて良好で約100%である。

7 アルミ缶輸入課徴金 1984年 2 月 1 日

から実施。

目的：アルミ缶についてのデポジット制度 

の中で，国内のアルミ缶と輸入アル 

ミ缶の間の競争条件を等しくするた 

め。

対象：飲料用アルミ缶の輸入に課せられる。

支払義務者：飲料用アルミ缶の輸入者。

課徴金：現在 1 缶当り0 .5 6 5 K rである。課 

徴金の金額は，（特にスウヱ一デン容 

器回収株式会社とも相談の上で）国の 

農業庁が決定し徴収する。スウェー 

デン容器回収株式会社との合意でア 

ルミ缶のデポジット制度に参加する 

者は農業庁によって課徴金の支払を 

免除される。アルミ缶が輸出された 

りした時には課徴金は返還される。

8 エネルギー税 1994年に初めて法制化

される。

目的：主として国に財政収入をもたらすた 

め。

対象：エネルギー税法で定められた燃料と 

電力に対して課せられる。しかし電 

力については，職業として電力を生 

産していない者による風力発電の電

い者による100キロワット未満の発 

電機の電力，船ないし他の交通手段 

で生産され使用される電力，電力生 

産のために使用される電力等には税 

は課せられない。

石油製品については3 つの環境ラ 

ンクにしたがって税にも格差が設け 

られている。しかし生物学的プロセ 

スで生産されたメタン，暖房•電力 

を生産する際にモーター動力源とし 

て使用される薪， 1 リットル以下の 

パック燃料等に対しては，税は課せ 

られない。そのほかエネルギー税法 

によっていくつかの燃料について税 

の軽減，返還が認められている。

納税義務者：スウェーデンで燃料を生産す 

るか精製する者および輸入する者， 

燃料の在庫をもつもの，メタンを小 

売するか使用する者。さらに電気税 

を支払わないで職業として電力を生 

産するか，供給するかあるいは使用 

する者。

税率：（航空用ガソリンを除く）ガソリンに 

ついては， 1 リットル当り環境ラン 

ク 2 が3.30Kr，環 境 ラ ン ク 3 が 

3 .3 6 K r ,その他が3 .9 0 K rである。 

灯油 . ディーゼル燃料•航空燃料以 

外の精製石油については1 立方メー 

トル当り，標識物質のあるものにつ 

いては590Kr，標識物質のないもの 

については環境ランク1 はl ，476Kr， 

環境ランク2 はl ，682Kr，環境ラン
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ク 3 はl ，955K rである。L P G につ 但し水揚げ式発電には課せられない。

いては， 自動車用が1 リットル当り 

0 .9 2 K r ,非自動車用が1 トン当り 

115K rである。メタンと天然ガスに 

ついてはそれぞれ1，000立法メー ト 

ル当り，自動車用がl ，533Kr，非自 

動車用が191K rである。石炭とコー 

クスについてはそれぞれ1 トン当り 

2 5 1 K r ,電力については 1 K W h当 

り産業用と商業温室用が0 Kr (実質 

非課税)，法律で指定されたコミユ 

ーン用が0.043Kr，それ以外のコミ 

ユーン用が0.075Kr，それ以外は 

0 .0 9 7 K rである。税額は1996年以降 

物価スライドされている。

税収：二酸化炭素税を除いた税収は1993/ 

94年度には，一般エネルギー税の収 

入が79億100万 K r, ガソリン税の収 

入が177億3100万 K r であった。こ 

のエネルギー税は1995年 1 月 1 日に， 

従来の一•般エネルギ一税，ガソリン 

税，ディーゼル燃料税に代えて作ら 

れた。そして二酸化炭素税の税収の 

一•部はこのエネルキ' — 税の税収の中 

に含めて発表されている。因みに 

1992/93年度のエネルギー税の税収 

は148億300万 K r で，その内ニ酸化 

炭素税の税収は62億1900万 K r であ 

った。

特 定 電 力 税 1983年 1 月 1 日から実

施。

対象：l ，500kW以上の発電能力をもつ国 

内の水力発電の電力に課せられる。

税 率 ：原則として 1 k W h当り0 .0 4 K rで 

ある。但し発電所が1973-1977年に 

発電を始めた電力については税は1 

k W h当り0 .0 2 K r軽減され，それ以 

降発電を始めた電力については税は 

1 k W h当り0 .0 4 K r軽 減 （つまり免 

税に）される。

税収：1993/94年度には10億600万 K r の税 

収があり，国の一般会計に入れられ 

た。

1 0 原子力発電の電力に対する特別税

1984年 1 月 1 日から実施。

対象：国内の原子力発電の電力に課せられ 

る。

納税義務者：原子炉を所有し，運転する許 

可を持っている者。

税率：1 k W h当り0_012Krである。

税 収：1993/94年度には1億2400万 K r の税 

収があり，国の一般会計に入れられ 

た。

1 1 核燃料廃棄物と放射性廃棄物の資金調達

のための課 徴 金 1982年 1 月 1 日から実

施。

目的：一部は使用した核燃料と原子炉から 

でる放射性廃棄物の処分のための， 

一部は使用した核燃料等の将来コス 

トをまかなうための，資金調達を確 

実にする手段。

対象：課徴金は原子炉から作り出されるエ 

ネルキ一の量に応じて課せられる。 

年間の課徴金の大きさは，廃棄物処 

分のためのコストおよび使用された
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核燃料と放射性廃棄物の安全な最終 れる。それ以外の車については1 台

処分と原子炉の廃棄に関する国の研 

究開発費用をカバーできるように決 

められる。

支払義務者：原子炉の所有者。

収 入 ：1991/92年度には22億 K r の収入が 

あり，中央銀行の口座に利子付きで 

積み立てられている。

4 デポジット制度

1 廃車課徴金と廃車助成金 1975年 1 月

1 日から実施。

目的：廃車助成金は廃車を環境に優しい形 

で処分するために支払われる。廃車 

課徴金は廃車助成金の資金を調達す 

るために課せられる。

対象：課徴金の対象は，総重量3 .5 トン以 

下の乗用自動車，バスおよび総重量 

3 .5 トン以下の箱型車体のトラック 

に課せられる。

支払義務者：廃車課徴金は自動車の生産者 

と輸入者に課せられる。廃車助成金 

は廃車届を出した際に自動車の所有 

者に支払われる。

課徴金：廃車課徴金は1993年11月 1 日以降 

1 台当りl ，300K rに引き上げられた。 

それまでは850K rであった。集めら 

れた課徴金は道路庁が管理する廃車 

基金に積み兄てられている。

廃車助成金は，廃車手続きが9 ヶ 

月前までに（1993年12月31日までは， 

14ヶ月前までであった）終わってい 

るならば， 1 台当りl ，500K r支払わ

当り500K r支払われる。廃車基金は 

そのほかにコミュ一ンが'放置された 

ボンコッ車を集めたり除去したりす 

るコストに資金援助を行なっている。 

収入：年間8,500万 K r である。

効果：廃車助成金はボンコッ車が自然の中 

に放置されることに対して，きわめ 

て良いプラス効果を及ぼしている。

再利用可能な飲料容器へのデポジット 

アルミ缶については1982年 7 月 1 日から， 

P E T ボ トルについては 1991年7月1日か ら 

実施。

目的：アルミ缶，飲料ビン，P E T ボトル 

の回収をデポジット制度を通じて促 

進するため。

対象：飲料ビンについては，法律上の規定 

がない。アルミ缶のデポジットにつ 

いては，アルミ缶の回収に関する法 

律に書かれている。回収制度は民間 

で経営され，金額については法律に 

規定されていない。飲料容器に関す 

る法律によって，P E T ボトル飲料 

を生産したり輸入したりする者は許 

可をとらなければならない。その許 

可をとるためにはP E T ボトルは再 

利用か回収のための制度に加わらな 

ければならない。

料金：物質と大きさによって異なる。例え 

ばアルミ缶は1 個0.5K r，飲料ビン 

は33センチリットルのものが1 個 

0 .6 K r , 1 リットルのものが1 Kr,  

ワインやウ イ ス キ 一 ビンは1 個 2
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Kr, P E T ボトルは再利用可能なも 支払義務者：例外扱いを申請した者。

のが 1 個4 K r ,回収されるものが1 

個 1 - 2 K r である。

5 免貴課徴金

1 自動車の排気ガスに関する免責課徴金 

1987年 7 月 1 日から実施。

目的：自動車の排気ガスに関する規定の例 

外扱いを認められることによって得 

られる利益を相殺するため。

対象：環境保護の観点から見て微々たる影 

響しかない場合に，ある車ないしあ 

る種の車について，排気ガス規制の 

例外扱いを認められることがある。 

その場合その車に課徴金が課せられ 

る。課徴金の金額は自然保護庁によ 

って決定され道路庁の自動車登録係 

によって徴収される。

支払義務者：例外扱いを認められた車の生 

産者，そのスウェーデンの代理人， 

およびその車の所有者。

課徴金：それぞれのカテゴリーによって， 

2,000〜20,000Kr である。

2 ガソリン中の鉛およびべンゼンに関する 

免 責 課 徴 金 1980年 1 月 1 日から実施。

目的：ガソリンの中に許可された以上の鉛 

とベンゼンが含まれることが許され 

ることから得られる経済的利益を相 

殺するため。

対象：自動車燃料に関する規定の例外扱い 

が認められた時に課徴金が課せられ 

る。課徴金の金額は自然保護庁によ 

って決定され，徴収される。

課徴金：オクタン価95のガソリンに含まれ 

る鉛とベンゼンの量が多い場合，ガ 

ソリン1 立法メートル当りそれぞれ， 

20~40K r，10〜5 0 K rである。また 

オクタン価98のガソリンの場合，そ 

れぞれ40 ~  60Kr， 10 ~  5 0 K rである。 

しかし現在までのところ，実際に課 

徴金が支払われた例はない。

オゾン層破壊物質への免責課徴金

1989年 2 月20日から実施。

目的：オゾン層破壊物質に関する規制の例 

外扱いを受けることによる経済的利 

益を中立化させるため。

対象：オゾン層破壊物質に関する規制の例 

外扱いを受けることが認められた時 

に課徴金が課せられる。課徴金の金 

額は会計検査院との協議の上自然保 

護庁によって決められる。

支払義務者：オゾン層破壊物質の使用を認 

められた者。

課徴金：1989〜1990年と1991〜1992年の課 

徴金はC F C l K g 当り，それぞれ 

2 0 K r と5 0 K r で あ っ た 。 また 

1993〜1994年の課徴金はオゾン層破 

壊物質 1 K g 当り7 5 K rであつ た。 

しかし1995〜1996年の課徴金はオゾ 

ン層破壊物質1 K g 当り300K rに引 

き上げられ，1997年以降は600K rに 

引き上げられることが決まっている。 

このようにこの課徴金は，以前は 

C F C だけがその対象とされたが， 

現在ではオゾン層破壊の5 化学物質
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がその対象とされている。

4 塩素化溶媒への免責課徴金 1993年 1

月 1 日から実施。

対象：塩素化溶媒に関する規制の例外扱い 

を受けることが認められた時に課徴 

金が課せられる。

支払義務者 •_例外扱いを申請した者。

課徴金：トリクロロエチレン禁止について 

の移行措置を申請した職場ごとにそ 

れぞれl ，OOOKrである。

5 水銀を含む物質への免責課徴金 1992

年 1 月 1 日から実施。

対象：水銀を含む物質に関する規制の例外 

扱いを受けることが認められた時に 

課徴金が課せられる。

支払義務者：例外扱いを申請した者。

6 燃料中の硫黄への免責課徴金 1977年

10月 1 日から実施。

目的：規制値より高い硫黄濃度の石油を使 

用する許可を得たことによる経済的 

利益を相殺するため。

対象：硫黄濃度に関する規制の例外扱いを 

受けることが認められた時に自然保 

護庁によって定められた課徴金が課 

せられる。但しエネルキ'一税が課せ 

られた燃料には課せられない。

支払義務者：例外扱いを申請した者。

課 徴 金 ：排出された硫黄 l K g 当り30Kr 

(硫黄税と同額）である。

収 入 ：1991/92年度には50万 K r の収入が 

あり，1992/93年度にもほぼ同額の 

収入があった。収入は国の一般会計 

に入れられている。

6 罰金的課徴金

1 へ ら 鹿 課 徴 金 1995年 1 月 1 日から実

施。

目的_•狩撖の管理費，例えばへら鹿狩猢地 

域の登録管理，その中に住む動物の 

住み分けの実施，野性環境の整備， 

狩獵に関する情報と教育の提供等の 

費用をまかなうため。

対象：許可された以上のへら鹿を殺りくし 

た場合，こえた分について特別の課 

徴金が課せられる。それがへら鹿課 

徴金である。したがって狩獵者は許 

可された以上のへら鹿を殺りくした 

場合，通常の殺りく課徴金（後述） 

に加えてへら鹿課徴金を県管理事務 

所のへら鹿基金に積み立てなければ 

ならない。

支払義務者：狩獵権保持者。

課徴金：大人のへら鹿1 匹当り7,000Kr， 

子供のへら鹿1 匹当り3 ,000K rであ 

る。

2 環 境 保 護 課 徴 金 1981年 7 月 1 日から

実施。

目的：環境保護法の違反を抑えるため。

対象：環境保護法の違反が発生し，違反者 

になんらかの経済的利益が生じた場 

合，特別の課徴金が課せられる。

課徴金：違反者が得た経済的利益の額に依 

存して決められる。

収入：ほんの一握りの企業についてだけ， 

経済的利益が立証された。1981年か 

ら1992年の11年間で僅か9 件のケー
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スだけが裁判所にもちこまれ，内 4 

件について 25,000K rから946,000 

K r の課徴金が言い渡された。収入 

は11年分の合計で 150万 K r で，国 

の一般会計に入れられている。

水 汚 染 課 徴 金 1984年 1 月 1 日から実

施。

目的__船による水の汚染を抑えるため。

対象：船からの油の放出禁止の規定に違反 

したが，放出がそれ程多量でない場 

合に課徴金が課せられる。

課徴金：放出した量および船の大きさを考 

慮して沿岸警備局が決定する。基本 

額は36 ,000K rで最高額は少なくと 

も350万 K r である。

収 入 ：1994/95年度は 7 万 K r であった。 

違反は年間200〜300件起きるが，立 

証が難しいため，課徴金は10〜15件 

位しか課せられない。

破損賠償課徴金

水利法による田園課徴金 1984年 1 月

1 日から実施。

目的：水力発電所や他の水利企業が田園の 

破壊を起こさぬようにするためと， 

起こしてしまった場合に補償しまた 

それらの企業が属する田園の一般目 

標を達成するための費用をまかなう 

ため。

対象：それらの水利企業の持ち主。

課徴金：水利用の形態や施設の形態，取り 

付けられた動力，貯水の規模，利用 

した水の量等にしたがって決められ

る。具体的な金額は水利裁判所が決 

定し，県管理事務所が徴収をおこな 

う。その際の水利裁判所の活動費用 

はこの課徴金でまかなう。

2 水利法による漁業課徴金 1984年 1 月

1 日から実施。

目的：漁業の研究と発展に資するため。

対象：水利裁判所ないし行政官は，水利許 

可をもつ者が関係する水域の漁業を 

助成するために，その水利許可をも 

つ者に特別漁業課徴金の支払いを命 

ずることができる。課徴金の額は水 

利裁判所によって決定され，漁業庁 

に年額いくらという形か1 回限りの 

課徴金という形で支払われる。

水利許可をもつ者ないしその施設が 

漁業に被害を与えるか，水の状態に 

少なからず変化を与える場合には， 

一般漁業課徴金を支払わなければな 

らない。

支払義務者：水利許可をもつ者

課徴金：水利用の形態や施設の形態，取り 

付けられた動力，貯水の規模，利用 

した水の量等にしたがって決められ 

る。

3 殺りく課徴金 1987年に初めて法制化さ

れる。

目的：野性環境の回復と拡張，研究，情報 

のための費用をまかなうため。

対象：へら鹿，あか鹿，だま鹿を殺りくし 

た者は，それを報告すると同時に， 

毎年県管理事務所によって定めら 

れる課徴金を支払わなければならな
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い。そこで集められた課徴金は野性 

破壊基金に積み立てられ，へら鹿， 

あか鹿，だま鹿によって荒らされた 

農作物や樹木の補償と予防，および 

狩撒の管理，野性環境の回復，狩狐 

についての情報と教育等のために使 

われる。

支払義務者：へら鹿，あか鹿，だま鹿を殺 

りくした者。

課徴金：野性破壊法にしたがって県管理事 

務所が定めた金額。

環 境 破 壊 保 険 1989年 7 月 1 日から実

施。

目的：環境破壊者が分からなかったり賠償 

ができなかったりした場合に，環境 

破壊の賠償をするため。

対象 : 保険は，Folksam, Skandia, Wasa, 

T ry g g -H a n sa ,L an sf o rsak rin g s-  

bolagen 等の民間保険シンジケート 

団 （環境破壊シンジケート団）によっ 

て運営されている強制保険で，保険 

料や加入義務者等は環境破壊保険法 

で規定されている。

加入義務者：環境破壊保険法の規定によっ 

て環境に危険を及ぼすと考えられる 

活動に従事する者。

保険料：仕事の種類と雇用者数によって異 

なるが年間800Kr〜80,000K rの間 

である。

収 入 ：年間2,500万 K r の収入がある。さ 

らに1993年の環境破壊審議会の最終 

報告では，廃棄物処理の費用をカバ 

一しまたその責任者が賠償できない

時に代わって賠償する強制の賠償保 

険の導入が提案されている。 

原子力についての第三者責任保険 

1968年に初めて法制化される。

目的：万一の原子力事故の損害賠償のため 

の資金調達。

加入義務者：原子力施設の所有者

8 補助金

1 湖沼•河川への石灰散布に対する国庫補 

助金漁業庁による試験的活動は 1976年 

から1982年までの間に行なわれていた。

対象：石灰等の購入 • 運搬 • 散布，酸性化 

した湖沼•河川の石灰等による生物 

学的回復のための措置，試験当局が 

必要と認めた調査•研究等に対して 

国庫補助金が支払われる。

受取人：主としてコミユーンと漁業協同組 

合である。

金額：補助金の額は試験当局が認めたコス 

トの最高85%である。それ以上の補 

助額については自然保護局が決定す 

る。1995/96年度予算（18力月予算） 

では， 2 億1，000万 K r の補助額が 

予定されている。

効 果：スウヱ一デンでは，7,500の湖沼と 

ll.OOOKmの河川が通常的に石灰散 

布をうけている。p H の目標値は6 

以下にならないことであり，石灰散 

布をうけた湖沼と河川のそれぞれ 

90%と80%が目標を達成している。 

石灰散布をする前は4,400平方キロ 

メートルの湖沼が酸性化していたが，
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石灰散布によつ てそれを2,000平方 けられている。価値ある自然環境，

キロ メートル未満に縮小することが

できた。

2 耕作地帯の生物学的な多様性と耕地環境

価値を維持する措置への補助金

1995年 9 月20日から実施。

目的：環境，自然，景観，天然資源，土地， 

遺伝的多様性の保護と改善を考慮に 

いれた形での農地の利用を促進する 

ため。

対象：①高い生物学的多様性，代表的な植 

物群•動物群および典型的な希少 

種，耕地環境価値を保持する牧草 

地。

②条令に記載された地域で開放され 

ている放牧地。

③生物学的に最も価値があり，生活 

環境の豊かな，そして耕地として 

最も価値ある歴史的遺物等を保持 

している耕作地。

金額：干し草用草地については 1 ヘクター 

ル当り， A ランクが l ，800Kr， B ラ 

ンクが l ，300Kr, 牧草地については 

1 ヘ ク タ ー ル 当り， A ラン ク が  

l,600Kr, B ラ ン ク が l ，100Kr, C 

お よ び D ランクについては 800Kr 

である。開放された耕作地について 

は 1 ヘクタール当り5 等地の400Kr 

から1 等地の2 ,7 0 0 K rまで格差がつ

耕地環境を有する耕作地については 

1 ヘクタール当りl ，400K rである。 

これらの補助金は県管理事務所で審 

查され，農業庁から支払われる。

環境的に敏感な土地の保護措置への補助 

金 1995年 9 月20日から実施。

目的：環境，自然，景観，天然資源，土 

地，遺伝的多様性の保護と改善を考 

慮にいれた形での農地の利用を促進 

するため。

対象：環境的に敏感な土地において，下記 

のことが行なわれた場合。

①湿地および小池が作られたり再建 

されたりした場合。

② G5taland や Svealand の一定地 

域において， 河川に沿って広大 

な牧草地や保護区域が設けられる 

場合。

③ f如g g r 6 d o rの種が播かれた場合。

④絶滅の危機に瀕した家畜の種族を 

維持している場合。

⑤ G lan dの茶豆の伝統的な栽培方 

法を維持している場合。

金額：①の場合，最初の5 年間は1 へクタ 

—ル当り4,800Kr，以後15年間は 

1 ヘクタール当り2 ,5 0 0 K rである。 

湿地の拡大を抑える場合には1 へ 

クタール当り l ，000K rである。

(注） f^nggrodaとは、例えば窒素化合物のように地面に溶けやすい植物栄養素が過剰にならないよう 

に吸収してしまう目的で植えられる作物である。f如ggr5daによつて栄養素が湖や河川に流れこん 

で富栄養化しないように予防している。MnggrSdaには、例えば莢有り青草や額有り菜種のような 

—年草が該当する。MnggrSdorは f如ggrodaの複数形である。
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②の場合，牧草地については 1 へク 

タールあたり l ，5 0 0 K r ,保護区域 

に つ い て は 1 ヘ ク タ ー ル 当 り  

3 ,3 0 0 K rである。

③の場合，G 5talan dの耕地におけ
(注）

るfさnggr8dorに つ い て は 1 へク 

タール当り500K rである。

④の場合， 1 匹当りl ，000K rである。

⑤の場合， 1 へクタ一ル当り2,700 

K r である。

これらの補助金は県管理事務所で 

審査され，農業庁から支払われる。

4 耕地環境整備に対する補助金 1993年 

7 月 1 日から実施。

目的：古い垣根や余った施設を整備し，草 

木を伐採し整地を行なうといったよ 

うに耕地の景観を整備するために， 

またそのような耕地環境を誰でも享 

受できるようにするために，補助金 

が支払われる。

金額：補助金の額は実際にかかった費用の 

全額またはその一部である。1995/ 

96年 度 予 算 （18力月予算）では， 

1,700万 K r の補助額が予定されて

いる。

5 いわゆる代替的栽培に対する補助金 

1989年 3 月 1 日から実施。

目的：いわゆる代替的栽培への転換を促進 

するため。

対象：代替的栽培へ転換をはかる農業会社， 

および1988年以前にそのような栽培 

に転換し現在も続けている農業会社。 

補助金はその代替的栽培が国の農業

庁の規定に合致した場合のみ，償却 

ローンという形で支払われる。

6 エコロジー栽培に対 す る 補 助 金 1995

年 9 月20日から実施。

目的：環境，自然，景観，天然資源，土地， 

遺伝的多様性の保護と改善を考慮に 

いれた形での農地の利用を促進する 

ため。

金額：エコロジー栽培に対する補助金の額 

は， 1 〜 4 ， 5 a の地域および島 

部につ い て は 1 ヘクタール当り900 

K r であり，それ以外の地域につい 

て は 1 ヘクタール当りl ，600K rであ 

る。エコロジー的に動物を維持して 

いる農家はさらに1 ヘクタール当り 

600K rの補助金が追加される。

7 エコロジ一栽培に対する面積比例補助金

1994年 7 月 1 日から実施。

対象 ： 2 ヘクタール以上の面積においてエ 

コロジー栽培を行なうとエコロジー 

栽培管理協会等によって認められた 

農家に支払われる。

金額：補助金対象面積1 ヘクタール当り 

lOOKrである。

8 農業における環境改善措置に対する補助

金 1988年 7 月 1 日から実施。

目的：動物の糞肥料からの栄養塩の漏出を 

少なくするため。

対象：農地の中に10匹以上の動物を飼育し 

ている農業会社は，動物の糞肥料の 

貯蔵庫を建設する際に，そしてまた 

fan gg ro d aを栽培する際に，国庫補 

助金を受け取ることができる。補助
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金は6 力月以上にわたって生産した 理に対して，港の所有者は国庫補助

肥料を貯蔵するのに必要なコストの 

一部，すなわち認められたコストの 

20%以内で，最高額は25 ,000K rで 

ある。fan ggrfjd aを栽培することに 

対する補助金は，農業会社の農地が 

5 ヘクタール以上，かつその30% 以 

上， 2 ヘクタール以上で栽培されて 

いる場合のみ支払われる。

9 林業に対する国庫補助金 1979年に初 

めて法制化される。

対象：自然環境および耕地環境の整備，貴 

葉林の建設と整備に対して国庫補助 

金が支払われる。

金額：自然環境および耕地環境の整備につ 

いては，認定されたコストの70% 以 

内である。貴葉林の建設と整備につ 

いては，下記の補助金が支払われる(

①貴葉林の建設が独立的に行なわれ 

るならば，認定されたコストの80 

% 以内

②植林地ないし若い林の整備につい 

ては，認定されたコストの60% 以 

内。

③林業整備庁によって行なわれる貴 

葉林の区画整理については，林業 

整備庁のコスト相当額。

④林業整備庁によって行なわれる貴 

葉林の管理に関する助言について 

は，林業整備庁のコスト相当額。

1 0 船からの油投棄の処理に対する国庫補助 

金 1983年 6 月 1 日から実施。

対象：船から投棄された油や有害物質の処

金を受け取ることができる。但し屎 

尿廃棄物および固形廃棄物について 

は，その対象とならない。

1 1 生物燃料の使用促進のための補助金 

1992年 7 月 1 日から実施。

1997年6月30日迄有効。

目的：生物燃料の使用を促進する新しい技 

術の奨励。

対象：実験ブラントであれ完全なブラント 

であれ，生物燃料による電力の生産 

に関する新技術開発のためのプロジ 

ェクト，生物燃料の一連の連鎖の中 

における技術開発のプロジェクト， 

セ ル ロ ー ス の 多い原材料からエ タノ 

一ルを作り出すプログラム等に対し 

て補助金が支払われる。補助金には， 

いわゆる補助金とローンがある。

1 2 エネルギーへの投資に対する補助金 

1991年 7 月 1 日から実施。

目的：代替的な燃料の導入を奨励するため。 

対象：①生物燃料を使用した動力•暖房生 

産用設備への投資。

②現在の暖房生産設備および化石燃 

料を使用した動力•暖房生産用設 

備を，生物燃料を使用した動力- 

暖房生産用設備へ改造した場合。

③風力発電への投資。

④太陽光暖房設備等への投資。

⑤生物燃料を使用した現在の動力• 

暖房生産用設備での生物燃料の継 

続使用。

⑥地域暖房網の建設。
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この補助金は主な燃料として泥炭 

を使用する設備には適用されない。 

1 3 一戸建ないしニ戸建て住宅における貯蔵 

タンク設置に対する投資補助金 

1991年 7 月 1 日から実施。

目的：固形燃料を燃やした際の健康や環境 

に危険な物質の排出を減少させるた 

め。

金額：実際にかかったコストの3 0 %が補助 

金として支払われる。

1 4 エネルギー技術基金からの新技術に対す 

る国庫補助金

1988年に初めて法制化される。

目的：新しいエネルギー技術を商業ベース 

で利用するのを奨励するため。

対象：原則として新しい技術を利用した人 

に支払われるが，特別の理由がある 

場合には生産者にも支払われる。補 

助金は，いわゆる補助金，条件付き 

補助金，ローン，信用保証といった 

形で与えられる。

1 5 エ コ ロ ジ ー 型への転換に対する補助金 

1995年 9 月15日から実施。

目的：エ コ ロ ジ ー 型への転換を促進するた 

め。

対象：エ コ ロ ジ ー 型への転換をはかる投資 

で，1995年中に申請のあったもの。

補助金を受け取るには，下記の条 

件全部をみたすことが必要である。

①環境に対して明確な改善効果がみ 

られるもの。

②コスト的にみて効率的であること。

③職業活動ないし一般活動の一部と

して雇用を増やすもの。

実際にはゴミ，下水，交通等の分 

野で51~ 100件の受け取りがあり 

そうで，法律で定められているよ 

りもずっと高レベルの環境保護に 

むけての投資，法律的強制のない 

分野での環境を守るための投資が 

その対象となっている。

金額：補助金の金額は直接費用の3 0 %で， 

総額 1 億 K r の資金が補助金として 

使われる予定である。

効果：雇用については，年間200〜400人の 

雇用増加が見込まれる。

行政費用課徴金

とな か い育成 法 7 条による課徴金

1971年に初めて法制化される。

対象：となかい育成法32条による許可（特 

に国有地やとなかいの牧草地における 

狩猫■ないし魚釣りの許可）を得る際 

に，となかい育成法34条による課徴 

金以外に，漁業環境および野性環境 

の整備のための課徴金を支払わなけ 

ればならない。

課徴金：となかい育成法の34条による課徴 

金の5 0 %以下である。

採 掘 課 徴 金 1984年 7 月 1 日から実施。

目的：自然保護法にしたがって採掘行為を 

検査し監督するための，およびそれ 

と関連して調査と在庫調査活動をす 

るための，当局のコストをまかなう 

ため。

対象：一般に採掘行為が対象となるが，泥
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炭の採掘，大陸棚法および砂•砂 課徴金：採掘申請課徴金は，石油，ガス状

利 •石の採掘権利法によって許可さ 

れた採掘は対象とはならない。

支払義務者：採掘許可保有者。

課徴金：課徴金は水利法による許可が与え 

られる際に県管理事務所によって徴 

収され国庫に入れられる。課徴金が 

50,000Krを超える時は数回に分け 

て分納されるのが一般的である。

課徴金の額は一般に1 トン当り 

0.26Krであるが，セメント生産用 

や産業用，農業用，土地や河川•湖 

沼散布用，の石灰については1 トン 

当り0 .04Krである。

収入：1993/94年度には3,900万 K r の収入 

があった。

3 大陸棚法による採掘許可に対する課徴金

1966年に初めて法制化される。

目的：一部は検査と監督のための当局のコ 

ストをまかなうため，一部は採りだ 

された資源の所有者としての国にそ 

の補償を支払うため。

支払義務者：一般水域で砂 • 砂利 •石の採 

掘をする許可を得た者。

課徴金：課徴金の額はスウヱ一デン地理研 

究所によって決定されるが，許可さ 

れた広さによって決まる基礎課徴金 

と採掘量によって決まる生産課徴金 

の合計額である。

4 鉱物法によ る 課 徴 金 1991年に初めて

法制化される。

支払義務者：鉱物法による採掘申請者，採 

掘調査許可保有者。

炭化水素，ダイアモンドについては 

採掘調査区当り6,000Kr，その他の 

特別許可物質については300K rであ 

る。

採掘調査許可課徴金は，ダイアモン 

ドについては採掘調査区1 ヘ ク タ ー  

ル当り1.50Kr，石油，ガス状炭化 

水素については3Kr，その他の特別 

許可物質については15Kr (いずれも 

最低額lOOKr)である。採掘調査許 

可が延長される場合には，採掘調査 

区 1 ヘ ク タ ー ル 当り年間，ダイアモ 

ンドについてはlK r，石油，ガス状 

炭化水素については2Kr，その他の 

特別許可物質については21Kr (こ 

の場合には最低額はいずれも200Kr) 

である。

泥炭の特別許可に対する課徴金 1985

年 7 月 1 日から実施。

目的：財政上の理由。

対象：エ ネ ル ギ ー 源として泥炭を探しまた 

精製するための特別許可を得るのに 

必要な条件は，許可が得られた時に 

課徴金を支払うことと，自然環境に 

有害な悪影響をできるだけ与えない 

ようにすることである。したがって 

特別許可の申請者は，その活動が一 

般的利害に与えるであろうと考えら 

れる影響についての情報と，燃やし 

た時に環境を傷つけるであろう泥炭 

の含有物についての情報を同時に報 

告しなければならない。
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課徴金：泥炭を探すことに対する課徴金は 

年間 1 ヘ ク タール当り7 K r, 精製 

することに対する課徴金は5 K r で 

ある。

6 国立公園規定5 条の適用除外に対する課 

徴 金 1988年 1 月 1 日から実施。

対象：国立公園規定5 条の適用除外の承認 

に対しては，課徴金が県管理事務所 

内の国立公園窓口に支払われなけれ 

ばならない。課徴金収入は国立公園 

のコストにあてられる。

7 国立公園規定6 条による利用許可に対す 

る 課 徴 金 1988年 1 月 1 日から実施。

対象：国立公園規定6 条の規定にしたがっ 

て国立公園内での狩猢ないし魚釣り 

の許可を得た者は，県管理事務所内 

の国立公園窓口に課徴金を支払わな 

ければならない。課徴金収入は国立 

公園のコストにあてられる。

8 生きている動物の輸入許可に対する課徴 

金 1988年 1 月 1 日から実施。

対象：生きている動物の輸入規定による許 

可は，農業庁が自然保護庁と協議の 

上決定し，税関が規定にしたがった 

輸入であるかどうかをチェックする。 

許可を得た者は，農業庁によって通 

達された規定にしたがって課徴金を 

支払わなければならない。

9 狩 獵 整 備 課 徴 金 1980年に初めて法制 

化される。

目的：野性環境と狩猢環境の整備をはかる 

ため。収入の大部分はスウヱ一デン 

狩猢家連盟の管理と情報に使われ，

一部は自然保護庁の行政と研究に使 

われている。

課徴金：年額200K rで，狩狐整備基金に積 

み立てられる。

1 0 狩猢免許のための知識と射撃能力に関す 

る試験のための料金 

1973年に初めて法制化される。

対象•_政府は狩猢と野性環境をうまく結び 

つけるために，試験を行い，試験に 

ついての証明書を発行し，試験の手 

数料をとることができる。自然保護 

庁が試験の監督官庁であるばかりな 

く，手数料の規定を作成する。

支払義務者：狩撖家試験の受験者。

料金 __試験のタイプによって3 0 K rから120 

K r まで幅がある。

1 1 捕獲用具の可否認定のための料金 

1987年に初めて法制化される。

目的：捕獲用具のテスト等に関する自然保 

護庁や関係機関のコストをまかなう 

ため

料 金 ：用具 1 個当り 1 万 〜 2 万 K r であ

る。

1 2 自動車排気ガス法9 条による管理課徴金 

1987年 7 月 1 日から実施。

目的：排気ガスの検査費用と自動車排気ガ 

ス法による監督と管理のための費用 

をまかなうため。

支払義務者：自動車生産者，および自動車 

が海外で生産された場合は自動車生 

産者の代理人。

課徴金：新規登録の乗用自動車， トラック， 

パ'ス1 台について7 5 K rである。
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収 入 ：1992/93年度には1080万 K r であっ

た。

1 3 環境保護法（1969年）による当局の活動の 

た め の 課 徴 金 1989年 7 月 1 日から実施。 

目的：環境保護法による当局（環境保護の 

ための特別許可局，自然保護庁，県管 

理事務所，コミューン）の活動の費 

用をまかなうため。

支払義務者：（環境保護法の意味で）環境に 

危険な活動をする人 

課徴金：この課徴金には，国の課徴金とコ 

ミュ一ンの課徴金の2 つがある。国 

の課徴金については，県管理事務所 

が環境保護法の課徴金の規定にした 

がって国のコストをまかなうのに必 

要な課徴金の金額を決定し徴収して 

国の一'般会計に入れている。コミュ 

ーンの課徴金については，環境保護 

法に基づいた活動のコストを考慮に 

いれて各コミュ一ンが独自に課徴金 

の金額を決定し課している。もしコ 

ミュ一ンが自発的に県管理事務所の 

監督の仕事（いわゆるA 施設および 

B 施設の監督）の肩代わりをする場 

合には，県管理事務所は国の検査や 

中央活動のコストをまかなうのに足 

る，より低額の課徴金を課する。

もし県管理事務所がその仕事を全 

部自分で全うしている場合には，国 

の課徴金は2 ,000K rから208,000Kr 

の間である。もしコミュ一ンが県管 

理事務所の仕事の肩代わりをしてい 

る場合には，国の課徴金は200K rか

ら73,000K rの間である。

コミューンの課徴金の金額はコミ 

ューンによって異なるが，多くのコ 

ミュ一ンはコミュ一 ン連合会の推薦 

した課徴金表にしたがって決めてい 

る。それによると法律で強制された 

監督活動だけしかやっていないコミ 

ューンでは課徴金の額は1 ，OO O K rか 

ら10，OO O K rの間であるが，国の監 

督活動の肩代わりをしているコミュ 

一ンでは1 ，OO O K rから100，O O O K rの 

間である。小さな活動についてはコ 

ミューンは年間の課徴金ではなしに 

時間ごとの課徴金を採っている。ま 

た多くのコミューンでは課徴金の額 

を毎年物価スライドして上げている。

収入：国の収入は1993/94年度には6,500万 

K r であった。他方コミューンの収 

入は1992年には4,500万 K r であっ 

た。

1 4 石油タンクに対する監督課徴金 1991

年 1 月 1 日から実施。

課徴金：地下に掘り込まれた石油タンクの 

監督のためのコミュ一ンの課徴金。

1 5 危険物質輸送法による課徴金 1983年

1 月 1 日から実施。

目的：危険物質輸送法による当局の活動の 

コストをまかなうため。

課徴金：危険物質輸送に際しては，それが 

人間，動物，財産，環境等に損害を 

与えないように様々な措置が採られ， 

用心がはかられる。輸送関係機関は 

危険物質輸送法に則って決定を伝え
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る。その決定のための検討コストは 

申請者によって支払われる。国の救 

出局は，危険物質の輸送の際に証明 

書が必要なのでそのコストのための 

課徴金を徴収することができる。

1 6 スウニーデン自動車検査株式会社の実施 

料 金 1993年に初めて法制化される。

料金：スウェーデン自動車検査株式会社は 

規則に則った料金で，自動車排気ガ 

ス規制をパスしているかどうか，環 

境ランクのクラス分け，騒音検査等 

を行なうことができる。

1 7 農 薬 登 録 課 徴 金 1986年 1 月 1 日から 

実施。（以前の制度はそれぞれ，1964年1月 

1 日 1970年4月1日，1974年 1 月 1 日から実 

施）

目的：農薬管理のための当局（化学製品検 

查局）の費用をまかなうため。

対象：①農薬および化学製品の検査と登録 

を化学製品検査局に申請する時に， 

申請課徴金を支払わなければなら 

ない。

②農薬等について変更等があった場 

合にも，申請課徴金を支払わなけ 

ればならない。

③農薬等が認可された時には，年額 

課徴金を毎年支払わなければなら 

ない。

課徴金：①の場合，それぞれの生産物ごと 

に10,000K rである。またそれ以 

外の既に認可された生産物に含ま 

れない活性物質についてはそれぞ 

れ30000Krである。

②の場合，名前•包装の大きさ等の 

条件の変更ないし非活性物質につ 

いてはl.OOOKr，それ以外の条件 

の変更については5,000Kr，引き 

続いての認可の申請については 

6 ,OOOKr, 例外の申請については 

3 ,OOOKrである。

③の場合，それぞれの生産物につい 

て前年の売り上げ額の1.8% (但 

し最高200, OOOKr,最低2, OOOKr) 

である。

収入：1993/94年度には1,200万 K r の収入 

があった。この収入と次の化学製品 

課徴金でもって化学製品検査局の財 

政を支えている。

1 8 化 学 製 品 課 徴 金 1986年 6 月 1 日から

実施。

目的：（農薬管理を除く）化学製品検査局の 

活動資金をまかなうため。

対象：課徴金には，製品課徴金と年額課徴 

金の 2 つがある。ともに製品登録の 

申請義務のある化学製品が対象であ 

る。輸出目的で生産される化学製品 

は対象とはならない。

課徴金：製品課徴金は1 生産物ごとに， 

l ，000K g未満の生産ないし輸入の 

場合には700Kr，それを超える場合 

には2 , lOOKrである。

年額課徴金は5 ,7 0 0 K rで， 3 生産 

物まで有効である。

収入：1993/94年度には2,900万 K r の収入 

があった。この収入と前の農薬登録 

課徴金でもって化学製品検査局の財
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政を支えている。 この課徴金は，Studv ik株式会社

1 9 生物学的防虫手段の事前検査課徴金 

1992年 1 月 1 日から実施。

支払義務者：生物学的防虫手段を職業とし 

て生産し，市販し，使用する者。 

課徴金：課徴金には，申請課徴金と年額課 

徴金の2 つがある。課徴金の額はケ 

ース毎に異なり前者はl ，OOOKrから 

23，OOOKr, 後者は  2 ，OOOKr から 

200,OOOKr である。

2 0 飲料容器（P E T ボトル）法による取り扱 

い許可のための課徴金 

1991年7月1 日から実施。

目的：飲料容器（P E T ボトル）法による当 

局 （国の農業庁）の監督活動資金を 

まかなうため。

支払義務者__飲料容器（P E T ボトル）法に 

よる取り扱い許可保有者。

課徴金：年額10,OOOKrである。

2 1 廃棄物の国境を越えた運搬に関する規則 

による申請手続きについての課徴金 

1992年8月1日から実施。

目的：自然保護庁の活動コストをまかなう 

ため。

支払義務者：廃棄物の輸出ないし輸入を申 

請する者。

課徴金：課徴金規定のランク7 の金額，現 

在のところ5 ,6 0 0 K rである。

収入：約85万 K r である。

2 2 放射性廃棄物等の資金調達法による課徴 

金 1989年 1 月 1 日から実施。

目的：放射性廃棄物等に関する研究，開発， 

回復活動資金をまかなうため。

の核廃棄物の処理と最終保管関係の 

仕事，R an stadの施設の建直し等 

のようなものに使用するために中央 

銀行の口座に利子付きで積み立てら 

れている。

支払義務者：原子炉を所有し，運転する許 

可を持っている者。

課徴金：供給された電気の流れ1 k W h当 

り0.0015K rで'ある。

2 3 国の原子力発電の検査のための課徴金

1991年に初めて法制化される。

目的：原子力発電の検査のための活動資金 

をまかなうため。

対象：規定にしたがって原子力発電の検査 

を申請する場合には，原子力発電検 

査局に申請課徴金を支払わなければ 

ならない。法律にしたがって原子力 

発電検査局の検査をうける場合には 

3 力月ごとに検査課徴金を支払わな 

ければならない。法律にしたがって 

原子力発電検査局の安全性に関する 

調査をうける時には調査課徴金を支 

払わなければならない。

課徴金：申請課徴金は9, OOOKrから10,000 

K r の間である。検査課徴金は検査 

対象によって異なるが， 3 力月ごと 

に85，OOOKrから920，OOOKrの間で 

ある。調査課徴金は3 力月ごとに1 

原子炉当りl ，300,000K rである。そ 

のほか核拡散防止条約との関係でう 

ける原子力発電検査局の検査につい 

ては3 力月ごとに14万 K r から37万
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K r の課徴金を支払わなければなら 

ない。

収 入 ：1994/95年度には約 1 億2600万 Kr 

の収入があった。

2 4 国の放射能遮蔽防御協会のための課徴金

1976年 7 月 1 日から実施。

目的：放射能遮蔽防御協会の核エネルギー 

分野での活動，原子力発電との閨係 

での放射能遮蔽防御の研究，原子力 

発電での事故に対する対応措置等の 

ための資金調達。および放射能遮蔽 

防御協会の放射能遮蔽防御法に基づ 

く認可試験，検査等のコストをまか 

なうため。

課徴金：放射能遮蔽防御協会の核エネルギ 

— 分野での活動のための課徴金の額 

は， 3 力月当り324, OOOKrである。 

原子力発電との関係での放射能遮蔽 

防御の研究のための課徴金の額は，

3 力月当り195，OOOKrである。原子 

力発電での事故に対する対応措置等 

のための課徴金の額は， 3 力月当り 

624，OOOKrである。放射能遮蔽防御 

協会の放射能遮蔽防御法に基づく認 

可試験のための課徴金の額は，

1，OOOKrから40，OOOKrの間で決め 

られている。また特定の核技術施設 

の認可をうけた人は， 3 力月当り 

40,OOOKrから150,OOOKrの課徴金 

を支払わなければならない。

2 5 遺伝変更組織の認可等に関する課徴金

1994年 7 月 1 日から実施。

目的：遺伝変更組織法による当局の活動資

金をまかなうため。

支払義務者：遺伝変更組織法に示された活 

動をする人，またはそのような活動 

の許可を申請したりそのような活動 

を申請する人。

2 6 水泳の水の管理のための課徴金 1982 

年に初めて法制化される。

課徴金：コミューンが定めた料率にしたが 

って，水泳の水の管理のための課徴 

金が課せられる。

1 0 申請手数料

1 自然整備法(1964年）および自然整備規定 

(1976年）による検査の申請手数料 

1992年7月1 日から実施。

手数料：自然整備法および自然整備規則に 

よって，下記のような許可を申請す 

る者は課徴金規則に則った金額の手 

数料を支払わなければならない。

①海岸地域内おいて建物を建てる許 

可，絵 • 看板•広告の許可等につ 

いては課徴金ランク5 の金額，現 

在のところ2 ,4 5 0 K rである。

②泥炭の採掘の許可については，課 

徴金ランク7 の金額，現在のとこ 

ろ5 ,6 0 0 K rである。

③排水溝の許可については， 1 Km 

未満は課徴金ランク2 の金頷，現 

在のところ475Kr，10K m未満は 

課徴金ランク4 の金額，現在のと 

ころl ，500Kr, 10K m以上は課徴 

金ランク6 の金額，現在のところ 

3 ,7 0 0 K rである。
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2 泥炭についての特別許可の申請手数料 ある。

1985年7月1日から実施。

目的：泥炭の特別許可についての当局の活 

動費用をまかなうため。

支払義務者：特別許可の申請者および特別 

許可申請のための予備的調査の許可 

の申請者。

手数料：エネルギー源としての泥炭の探索 

と精製の特別許可を申請する場合に 

は，申請手数料を支払わなければな 

らない。特別許可の可否は県管理事 

務所で検討される。

特別許可の申請手数料の額は，特 

別許可1 力所当り6, OOOKrである。 

また特別許可申請のための予備的調 

查の許可の申請手数料は1 ヘクター 

ル当り2 0 K rである。

3 森林整備規則による許可の申請手数料

1992年 7 月 1 日から実施。

目的：財政上の理由。

支払義務者：森林に成長促進物質等を持 

ち込む許可を申請する者。

手数料：手数料は，課徴金ランク2 の金額， 

現在のところ475K rである。

4 狩撒規則による検査の申請手数料

1992年 7 月 1 日から実施。

目的：財政上の理由。

手数料：狩猫■法に規定された一般水域，小 

島，岩壁，岩礁等における狩猢の許 

可を県管理事務所に申請する場合に 

この申請手数料を支払わなければな 

らない。手数料の額は，課徴金ラン 

ク3 の金額，現在のところ875K rで

オゾン層破壊物質規制の例外扱いの申請

手 数 料 1989年 2 月20日から実施。

目的：オゾン層を破壊する物質に関する規 

則の例外扱いの申請を検討するため 

の自然保護庁のコストをまかなうた 

め。

手数料：2,500Kr (1989年から1992年までは 

2 ,OOOKrであった）。

化学製品規定による許可のための申請手

数 料 1992年 7 月 1 日から実施。

目的：財政上の理由。

手数料：生命に危険な化学製品およびきわ 

めて危険な化学製品を除く化学製品 

を職業として輸入したり移送したり 

する許可を申請する場合には，課徴 

金規定に定められた申請手数料を県 

管理事務所に支払わなければならな 

い。手数料の額は課徴金ランク2 と 

3 ，現在のところそれぞれ4 7 5 K rと 

875K rである。

廃車規定による廃車の認可申請手数料

1992年 7 月 1 日から実施。

手数料：廃車の認可を申請する者は課徴金 

ラ ンク 4 の金額，現在のところ 

l ，500K rの手数料を県管理事務所に 

支払わなければならない。

環境に危険な廃棄物規定による許可の申

請 手 数 料 1992年 7 月 1 日から実施。

目的：財政上の理由。

手数料：環境に危険な廃棄物を運んだり最 

終処分したりできる許可を申請する 

場合手数料を支払わなければならな
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い。最終処分の許可については，課 

徴金ランク7 の金額，現在のところ 

5 ,6 0 0 K rの手数料を自然保護庁に， 

輸送や中間的保管の許可については 

課徴金ランク4 の金額，現在のとこ 

ろl ，500K rの手数料を県管理事務所 

に支払わなければならない。

9 廃油規定による許可の申請手数料

1994年 1 月 1 日から実施。

目的：財政上の理由。

手数料：廃油を運んだり最終処分したりで- 

き る許可を申請する場合手数料を支 

払わなければならない。最終処分の 

許可については，課徴金ランク7 の 

金額，現在のところ5 ,6 0 0 K rの手数 

料を自然保護庁に，輸送や中間的保 

管の許可については課徴金ランク4 

の金額，現在のところl ，500K rの手 

数料を県管理事務所に支払わなけれ 

は'ならない。

1 0 放射能遮蔽防御法による許可の申請手数

料 1992年 7 月 1 日から実施。

目的：財政上の理由。

手数料：放射能遮蔽防御法による許可を申 

請する者は申請手数料を支払わなけ 

ればならない。手数料は250K rであ 

る。

1 1 ホ ー バ、ー ク フ フ ト法による許可の申請手

数 料 1992年 7 月 1 日から実施。

目的：財政上の理由。

手数料_•ホ一バ一クフフト法によってホー 

バークラフトの使用許可を申請する 

者は申請手数料を支払わなければな

らない。国内を航行する場合には， 

課徴金ランク5 の金額，現在のとこ 

ろ2 ,4 5 0 K rの手数料を県管理事務所 

に，海外へ航行する場合に課徴金ラ 

ンク8 の金額，現在のところ8,300 

K r の手数料を政府に支払わなけれ 

ばならない。

1 2 健康保護法ないし健康保護規定による許 

可 の 申 請 課 徴 金 1982年に初めて法制化 

される。

手数料：健康保護法ないし健康保護規定に 

よって許可を申請する者は手数料を 

支払わなければならない。

以上の数値は，1996年 1 月30日現在のもの 

である。

(経済学部教授）
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